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(57)【要約】
【課題】従来のエチレン系重合体を使用した剥離シートよりも剥離機能に優れた剥離シー
トを備える感圧性接着シートを提供すること。
【解決手段】感圧性接着シート用の剥離シートに用いるエチレン系重合体において、〈１
〉非晶領域のプロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2）および当該緩和時間（Ｔ2）から
測定される非晶領域の割合を特定の範囲内に調整する、あるいは〈２〉当該エチレン系重
合体を含む剥離シートの表面を原子間力顕微鏡で測定して得られるベアリング比を特定の
範囲内に調整する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剥離シートを有する感圧性接着シートであって、
　前記感圧性接着シートは、アクリル酸またはメタクリル酸のＣ１～Ｃ１２アルキルエス
テルと改質用モノマーとの共重合仕込み重量比が１００：１～９０：１５である、ＵＶ重
合法によって得られるアクリル酸エステル系重合体を主剤とする感圧性接着剤層を有し、
　前記感圧性接着剤層上に貼付される前記剥離シートは、単層構造または積層構造を有し
、単層構造を有する場合には前記剥離シート自体が、また積層構造を有する場合には前記
剥離シートの最外層の少なくとも片面がエチレン系重合体を含む層であり、前記エチレン
系重合体が以下のａ）およびｂ）の物性値を共に満足する剥離シートである： 
ａ）前記エチレン系重合体の非晶領域におけるプロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2

）が３０℃において１３０～３５０μｓである；および
ｂ）前記スピン－スピン緩和時間（Ｔ2）から計算される前記エチレン系重合体の非晶領
域の割合が７～１７％である、ことを特徴とする感圧性接着シート。
【請求項２】
　剥離シートを有する感圧性接着シートであって、
　前記感圧性接着シートは、アクリル酸またはメタクリル酸のＣ１～Ｃ１２アルキルエス
テルと改質用モノマーとの共重合仕込み重量比が１００：１～９０：１５である、ＵＶ重
合法によって得られるアクリル酸エステル系重合体を主剤とする感圧性接着剤層を有し、
　前記感圧性接着剤層上に貼付される前記剥離シートは、単層構造または積層構造を有し
、単層構造を有する場合には前記剥離シート自体が、また積層構造を有する場合には前記
剥離シートの最外層の少なくとも片面がエチレン系重合体を含む層であり、前記エチレン
系重合体からなる表面を原子間力顕微鏡により測定して得られたベアリング比が－３０～
１５である、ことを特徴とする感圧性接着シート。
【請求項３】
　前記エチレン系重合体が、炭素数３～１０の直鎖または分枝鎖を有するα－オレフィン
とエチレンとの共重合体であることを特徴とする、請求項１または２に記載の感圧性接着
シート。
【請求項４】
　前記剥離シートと前記感圧性接着剤との剥離力が、剥離速度３００ｍｍ／分の条件で５
０～３０００ｍＮ／５０ｍｍであることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記
載の感圧性接着シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、剥離シートを有する感圧性接着シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　感圧性接着シートは、通常、プラスチックフィルムおよび紙などの基材の表面に剥離剤
層が形成された剥離シート（セパレータ、剥離ライナともいう）と、感圧性接着剤層を有
する支持基材とから構成される。感圧性接着シートの使用時には、剥離シートを感圧性接
着剤層から剥離する。
【０００３】
　従来の感圧性接着シート用の剥離シートは、その感圧性接着剤層に接する側の表面に剥
離剤を塗布し硬化させることによって作製されてきた。このような剥離剤としては、例え
ばシリコーン系剥離剤がその優れた剥離性のために一般に利用されてきた。
【０００４】
　しかし、シリコーン系剥離剤を使用した従来の剥離シートは、感圧性接着剤層からの剥
離性能に優れるという利点がある反面、当該剥離シートの剥離後に、感圧性接着剤層表面
にシリコーン系剥離剤の微量成分が付着するという問題を有する。シリコーン系剥離剤が
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付着した感圧性接着剤層は、シリコーン系剥離剤が付着していないものと比較して、被接
着物への接着強度が著しく低下してしまう。
【０００５】
　また、感圧性接着シートは、各種精密電子機器（例えば、ハードディスクドライブなど
）の製造時における接合材料として使用されるようになってきているが、このような用途
においては、剥離シートの感圧性接着剤層からの剥離時に感圧性接着剤層に付着したシリ
コーン系剥離剤に含まれる成分が電子機器内部を腐食させたり、電子機器を誤動作させた
りするおそれがあるので、シリコーン系剥離剤の使用を抑制する動きがある。従って、こ
のような用途の感圧性接着シートに使用される剥離シートとしては、シリコーン系剥離剤
を含まないものが望ましい。
【０００６】
　シリコーン系剥離剤を用いることの上記問題点に鑑み、シリコーン系剥離剤を使用しな
い剥離シートとして、各種エチレン系重合体（例えば低密度ポリエチレンなど）を用いた
剥離シートを感圧性接着シートに使用することがこれまでに種々提案されてきた。
【０００７】
　しかし、従来のエチレン系重合体剥離シートは、感圧性接着剤が比較的高い接着力を有
する場合に、表面の剥離力が大きくなる（すなわち、剥がしにくくなる）ことが多く、用
い得る感圧性接着剤が制限されるという問題があり、また剥離する場合でも剥離力が依然
大きく使用しづらいという問題があった。そのため、従来のエチレン系重合体剥離シート
は、必ずしも実用的なレベルで満足できるものではなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、エチレン系重合体を用いた剥離シートにおける上記の問題点を解決しようと
するものであり、その目的は、従来のエチレン系重合体を使用した剥離シートと比較して
感圧性接着剤層からの剥離力が適度に低減された、すなわち剥離性能に優れた剥離シート
を提供すること、および当該剥離シートを用いた感圧性接着シートを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意研究を行った結果、剥離シートに含まれる
エチレン系重合体において、
〈１〉当該エチレン系重合体の非晶領域のプロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2）お
よび当該スピン－スピン緩和時間（Ｔ2）から測定される非晶領域の割合を特定の範囲内
に調整すること、あるいは
〈２〉当該エチレン系重合体を含む剥離シートの表面を原子間力顕微鏡で測定して得られ
るベアリング比を、特定の範囲内に調整すること、
により、従来のエチレン系重合体を用いた剥離シートと比較して剥離力が一段と低減され
実用に供し得る適度な剥離力を有する（すなわち、剥離性能に優れた）剥離シートが得ら
れることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は以下の通りである。
　［１］剥離シートを有する感圧性接着シートであって、
　前記感圧性接着シートは、アクリル酸またはメタクリル酸のＣ１～Ｃ１２アルキルエス
テルと改質用モノマーとの共重合仕込み重量比が１００：１～９０：１５である、ＵＶ重
合法によって得られるアクリル酸エステル系重合体を主剤とする感圧性接着剤層を有し、
　前記感圧性接着剤層上に貼付される前記剥離シートは、単層構造または積層構造を有し
、単層構造を有する場合には前記剥離シート自体が、また積層構造を有する場合には前記
剥離シートの最外層の少なくとも片面がエチレン系重合体を含む層であり、前記エチレン
系重合体が以下のａ）およびｂ）の物性値を共に満足する剥離シートである： 
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ａ）前記エチレン系重合体の非晶領域におけるプロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2

）が３０℃において１３０～３５０μｓである；および
ｂ）前記スピン－スピン緩和時間（Ｔ2）から計算される前記エチレン系重合体の非晶領
域の割合が７～１７％である、ことを特徴とする感圧性接着シート。
　［２］剥離シートを有する感圧性接着シートであって、
　前記感圧性接着シートは、アクリル酸またはメタクリル酸のＣ１～Ｃ１２アルキルエス
テルと改質用モノマーとの共重合仕込み重量比が１００：１～９０：１５である、ＵＶ重
合法によって得られるアクリル酸エステル系重合体を主剤とする感圧性接着剤層を有し、
　前記感圧性接着剤層上に貼付される前記剥離シートは、単層構造または積層構造を有し
、単層構造を有する場合には前記剥離シート自体が、また積層構造を有する場合には前記
剥離シートの最外層の少なくとも片面がエチレン系重合体を含む層であり、前記エチレン
系重合体からなる表面を原子間力顕微鏡により測定して得られたベアリング比が－３０～
１５である、ことを特徴とする感圧性接着シート。
　［３］前記エチレン系重合体が、炭素数３～１０の直鎖または分枝鎖を有するα－オレ
フィンとエチレンとの共重合体であることを特徴とする、上記［１］または［２］に記載
の感圧性接着シート。
　［４］前記剥離シートと前記感圧性接着剤との剥離力が、剥離速度３００ｍｍ／分の条
件で５０～３０００ｍＮ／５０ｍｍであることを特徴とする、上記［１］～［３］のいず
れかに記載の感圧性接着シート。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、シリコーン系の剥離剤を剥離シートに用いることなく、〈１〉非晶領
域のプロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2）および当該緩和時間（Ｔ2）から算出され
る非晶領域の割合が特定の範囲内である、エチレン系重合体を含む剥離シート、あるいは
〈２〉表面のベアリング比が特定の範囲内である、エチレン系重合体を含む剥離シート、
のいずれかを用いることにより、従来のエチレン系重合体を用いた剥離シートと比較して
優れた剥離性能を有する剥離シートを得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明を詳細に説明する。
　本明細書中の用語「シート」には、シートおよびテープの形態が包含される。すなわち
、本明細書中の用語「剥離シート」は、剥離シートおよび剥離テープを包含し、用語「感
圧性接着シート」は、感圧性接着シートおよび感圧性接着テープを包含する。
【００１３】
　本発明の感圧性接着シート用の剥離シートは、単層構造または積層構造を有し、単層構
造の場合には当該剥離シート自体が、また積層構造の場合には当該剥離シートの最外層の
少なくとも片面が、後述する特定の物性を有するエチレン系重合体を含むことを特徴とす
る。
【００１４】
　本発明において用いられるエチレン系重合体は、以下の〈１〉または〈２〉により規定
される特定の物性を有することを必須の要件とする：
〈１〉当該エチレン系重合体の非晶領域のプロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2）が
３０℃において１３０～３５０μｓであり、かつ、当該スピン－スピン緩和時間（Ｔ2）
から測定される非晶領域の割合が７～１７％であること、または、
〈２〉当該剥離シートの表面を原子間力顕微鏡で測定して得られたベアリング比が－３０
～１５であること。
【００１５】
　以下、上記〈１〉、〈２〉のそれぞれの物性について説明する。
【００１６】
〈１〉の物性について
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　本発明において、「プロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2）」および「緩和時間（
Ｔ2）」とは、パルス核磁気共鳴吸収測定装置（以下、パルスＮＭＲという）により測定
される、プロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2）を意味する。
【００１７】
　このパルスＮＭＲを用いた緩和時間（Ｔ2）測定のために各種の方法が開発されている
が、本発明では、高分子材料の結晶領域、非晶領域および結晶領域と非晶領域との中間に
位置する界面領域のそれぞれの緩和時間（Ｔ2）を測定するのに適した方法として、公知
のソリッドエコー法を採用した。
【００１８】
　ソリッドエコー法で高分子材料を測定すると、高分子材料の結晶領域、非晶領域、およ
び結晶領域と非晶領域との中間に位置する界面領域に対応した３種類の緩和時間（Ｔ2）
が得られる。
【００１９】
　これらの緩和時間（Ｔ2）は、高分子材料の分子鎖の運動性に依存する。すなわち、分
子鎖の運動性が最も大きい非晶領域では、緩和時間（Ｔ2）は最も長くなり、界面領域に
おける緩和時間（Ｔ2）がその次に長くなり、そして分子鎖の運動性が最も低い結晶領域
では緩和時間（Ｔ2）は最も短くなる。
【００２０】
　また、ソリッドエコー法では、これらの緩和時間（Ｔ2）から、高分子材料の結晶領域
、非晶領域および界面領域のそれぞれに存在するプロトンの数を算出することができ、こ
のプロトンの数を以下の式に当てはめることにより、高分子材料の非晶領域に存在するプ
ロトンの割合、すなわち非晶領域の割合を算出することができる：
非晶領域の割合（％）＝｛（非晶領域のプロトン数）／［（結晶領域のプロトン数）＋（
非晶領域のプロトン数）＋（界面領域のプロトン数）］｝×１００
非晶領域の割合は、パルスＮＭＲでの緩和時間（Ｔ2）の測定と同時に求めることができ
る。
【００２１】
　本発明者らの検討の結果、剥離シートに用いたエチレン系重合体の非晶領域の緩和時間
（Ｔ2）およびこの緩和時間（Ｔ2）から算出されるプロトンの数を用いて上記式から算出
された非晶領域の割合が、感圧性接着剤層からの剥離シートの剥離性能に影響することを
突き止めた。具体的には、本発明者らは、剥離シートの実使用条件となる３０℃において
、当該エチレン系重合体の非晶領域の緩和時間（Ｔ2）が１３０～３５０μｓ、好ましく
は１７０～２８０μｓであって、かつ、これらの緩和時間（Ｔ2）から計算される当該エ
チレン系重合体の結晶領域、界面領域および非晶領域のそれぞれにおけるプロトンの数か
ら上記式により算出される非晶領域の割合が７～１７％、好ましくは１０～１４％である
場合に、剥離性能に優れた剥離シートが得られることを見出した。
【００２２】
　上記剥離シートにおいて、３０℃における非晶領域の緩和時間（Ｔ2）が１３０μｓ未
満の場合、剥離時における剥離シート表面のエチレン系重合体の分子鎖の運動性が低くな
り、剥離シートを感圧性接着剤層から剥離することが困難になったり、また、剥離後の感
圧性接着剤層表面の形状がパルス状になったりするという問題を生じる。また、この緩和
時間（Ｔ2）が３５０μｓより大きくなると、エチレン系重合体の分子鎖の運動性が大き
くなりすぎて、得られた剥離シートの表面の耐熱性が低下するため、実用上好ましくない
。
【００２３】
　上記エチレン系重合体における非晶領域の割合が７％未満の場合、剥離時における剥離
シート表面のエチレン系重合体の分子鎖の運動性が低くなり、剥離シートを感圧性接着剤
層から剥離することが困難になったり、また、剥離後の感圧性接着剤層表面の形状がパル
ス状になったりするという問題を生じる。またエチレン系重合体における非晶領域の割合
が１７％よりも大きくなると、剥離シートが柔らかくなり自立性がなくなるため、実用に
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適さない。
【００２４】
〈２〉の物性について
　本発明の剥離シートは、エチレン系重合体を含む剥離シートの表面（より具体的には、
表面近傍）を、原子間力顕微鏡（Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ、Ａ
ＦＭともいう）で測定したときのベアリング比が－３０～１５、好ましくは－２０～１０
である。
【００２５】
　本発明の剥離シートにおいて、ベアリング比は、エチレン系重合体を含む剥離シート表
面の面方向に対する深さ方向の表面粗さの分布を原子間力顕微鏡により測定し、この分布
を解析することにより、面方向に対する表面粗さの変化の程度として求められる。具体的
には、まず、原子間力顕微鏡におけるカンチレバーのターゲットアンプリチュ－ド（ｔａ
ｒｇｅｔ　ａｍｐｌｉｔｕｄｅ）を、試料表面に対するカンチレバーのタッピング力に応
じて設定し、そして、各ターゲットアンプリチュ－ドの設定下にて、試料表面の面方向に
対する深さ方向の表面粗さの分布をそれぞれ測定する。次いで、各ターゲットアンプリチ
ュ－ドの設定下において得られた表面粗さの分布のそれぞれについてベアリングカーブを
求める。ベアリングカーブは、試料表面の面方向に対する表面粗さの分布を統計的に解析
するために一般的に用いられている方法である。得られたこれらのベアリングカーブを差
分することにより、試料表面の面方向に対する深さ方向の表面粗さの変化の程度、すなわ
ちベアリング比を得る。
【００２６】
　本発明の剥離シートの感圧性接着層からの剥離力を好ましい範囲内の値とするためには
、エチレン系重合体を含む剥離シート表面のベアリング比が－３０～１５の範囲内にある
ことが好ましい。これは、ベアリング比がかかる範囲内にある場合、剥離シート表面の面
方向に対する深さ方向の表面粗さの変化が小さく、かつ、当該剥離シートの表面近傍にお
けるエチレン系重合体の結晶性が適度に低いためである。
【００２７】
　ベアリング比が１５を越える場合、剥離シートを感圧性接着層から剥離しにくくなった
り、剥離後の感圧性接着剤層の表面の形状がパルス状になったりするという問題を生じる
ので、好ましくない。これは、ベアリング比がかかる範囲内にある場合、剥離シート表面
の面方向に対する深さ方向の表面粗さの変化が大きく、かつ、剥離シートの表面近傍での
結晶性が高すぎるためである。
【００２８】
　一方、ベアリング比が－３０未満である場合、剥離に大きな力を要し、好ましくない。
これは、剥離シートの最表面からごく内部での結晶ラメラに由来する凹凸が最表面の凹凸
より大きくなるので、感圧性接着剤層から剥離シート内部にレプテーションして結晶ラメ
ラに入り込んだ接着剤表面のポリマー鎖が引き抜かれにくくなるためであると考えられる
。
【００２９】
　ここで、本明細書中における「剥離性能に優れている」および「適度な剥離力を有する
」とは、具体的には剥離シートの感圧性接着剤層からの剥離力が５０ｍＮ／５０ｍｍ～３
０００ｍＮ／５０ｍｍ、好ましくは１００ｍＮ／５０ｍｍ～２０００ｍＮ／５０ｍｍの範
囲内にあることを意味する。剥離力が３０００ｍＮ／５０ｍｍを越えると、剥離シートを
感圧性接着剤層から剥離することが困難になり、作業性が著しく低下するという問題を生
ずる。一方、剥離力が５０ｍＮ／５０ｍｍより小さいと、剥離シートと感圧性接着剤層と
の十分な接着力が得られず、保存および運搬時に剥離したり、実際の貼付時に予期せずに
剥離したりするという問題を生ずる。
【００３０】
（剥離シート）
　本発明の剥離シートに使用されるエチレン系重合体は、上記で規定するような特定の物
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性〈１〉または〈２〉のいずれかを満足する限り、いかなる材料であってもよいが、具体
的には、当該エチレン系重合体は、例えばエチレンモノマー単独からなるポリエチレン（
ホモポリエチレン）、またはエチレンとエチレン以外の少なくとも１種のモノマー成分（
コモノマー）とを共重合させたエチレン系共重合体である。
【００３１】
　上記のようなエチレン系重合体を剥離シートに用いた場合、接着剤層と貼り合わせた時
に接着剤層表面のポリマー鎖がレプテーションにより剥離シートの表面からその内部に入
り込み易く、このため接着剤層と剥離シートとの間で適度な接着力が発揮され、一方、剥
離する時には剥離シート表面から接着剤層表面のポリマー鎖が引き抜かれ易く、容易に剥
離できるという特徴を有する。本発明者らは、この知見を元に、多数のエチレン系重合体
を上記〈１〉、〈２〉の物性について試験したところ、これらの物性が、剥離シートの剥
離性能を制御するための有力なパラメータとなり得ることを見出した。
【００３２】
　さらに、本発明者らは、エチレン系重合体の中でも、特にエチレンとα－オレフィンと
の共重合体（すなわち、エチレン系共重合体）には本発明の物性を有するものが多数存在
することを見出し、剥離シートとして用いるのに好ましいエチレン系共重合体を以下のよ
うに選択した。すなわち、本発明で用いるエチレン系重合体において、エチレンと共重合
させるコモノマーとしては、例えば炭素数３～１０、好ましくは炭素数４～８、そしてよ
り好ましくは炭素数６～８の直鎖または分枝鎖を有するα－オレフィンが挙げられ、通常
、プロピレン、ブテン、ペンテン、４－メチル－１－ペンテン、へキセン、へプテン、オ
クテンなどであり、好ましくは１－ブテン、１－へキセン、１－オクテンであり、そして
より好ましくは１－へキセンおよび１－オクテンである。
【００３３】
　本発明の物性を有するエチレン系重合体としては、具体的には、エチレン－１－へキセ
ン共重合体（日本ポリオレフィン（株）製、ジェイレクスＬＬ　ＡＦ２０４Ａ）、エチレ
ン－１－オクテン共重合体（出光石油化学（株）製、モアテック０６２８Ｄ）、エチレン
－１－へキセン共重合体（日本ポリオレフィン（株）製、ハーモレックス　ＬＬ　ＮＨ－
７４５Ａ）などが挙げられる。
【００３４】
　上記エチレン系重合体は、その分子鎖構造は直鎖状であっても分枝鎖状であってもよい
が、本発明で規定する上記物性〈１〉または〈２〉を満足する材料の選択が容易であると
いう点から、分子鎖が直鎖状のエチレン系重合体が好ましい。
【００３５】
　上記のエチレン系重合体は、本発明の剥離シートに用いる際には、本発明で規定する上
記物性〈１〉または〈２〉を満たすかぎり、単独で用いても、または２種以上を混合して
用いてもよく、あるいは必要に応じて当該エチレン系重合体以外の他の樹脂および／また
は添加物と混合して用いてもよい。
【００３６】
　本発明の剥離シートは、単層または積層のいずれかの構造をとり得る。
【００３７】
　本発明の剥離シートが単層構造である場合は、上記のエチレン系重合体を、押出し成形
法、カレンダー成形法、インフレーション成形法などの公知の成形法でシート状に成形す
ることにより作製する。この剥離シートの厚みは、その用途に応じて適宜選択することが
できるが、通常は１５μｍ～３００μｍであり、好ましくは３０μｍ～２００μｍであり
、より好ましくは５０μｍ～１５０μｍである。
【００３８】
　本発明の積層構造を有する剥離シートは、剥離シート基材の感圧性接着剤層に接する側
または両側に、上記エチレン系重合体を積層して最外層とすることによって得られる。
【００３９】
　具体的には、上記積層構造を有する剥離シートは、エチレン系重合体を、例えば押出し
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ラミネーション、ドライラミネーション、ウェットラミネーション、ホットメルトラミネ
ーションなどの公知の積層法によって剥離シート基材の少なくとも片側に積層することに
より得られる。このような積層構造を有する剥離シートの厚みは、その用途に応じて適宜
選択することができるが、通常３０μｍ～３００μｍであり、好ましくは５０μｍ～２０
０μｍであり、より好ましくは７０μｍ～１５０μｍである。
【００４０】
　上記積層構造を有する剥離シートに用いられる剥離シート基材の材料としては、プラス
チック、金属、紙などが用いられる。上記剥離シート基材に用いられるプラスチックとし
ては、具体的には、ポリエチレン（高密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、低密度ポ
リエチレン（例えば、直鎖状低密度ポリエチレン）など）、ポリプロピレン（例えば、イ
ソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレンなど）、ポリ４－メチ
ル－１－ペンテン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ナイロンなどが挙げ
られる。上記剥離シート基材に用いられる金属としては、アルミニウム、ステンレス、銅
、亜鉛、金、銀、ニッケル、クロムなどが挙げられ、これらは箔として使用してもよいし
、あるいは他の基材上に蒸着させて使用してもよい。上記剥離シート基材に用いられる紙
としては、和紙、クラフト紙、上質紙、クレープ紙、グラシン紙、クレーコート紙などが
挙げられる。
【００４１】
（感圧性接着剤層）
　本発明の感圧性接着シートは、本発明の剥離シートと、感圧性接着剤層とを含むことを
特徴とする。
【００４２】
　上記感圧性接着剤層は、上記剥離シートまたは後述する支持基材のいずれかの表面に、
溶剤系、エマルジョン系またはホットメルト系のいずれかの形態で、後述する感圧性接着
剤を公知の方法により塗布し、その後乾燥させることによって形成される。この感圧性接
着剤層は、その乾燥後の厚みが１μｍ～７０μｍ、好ましくは２０μｍ～５０μｍとなる
ように形成される。
【００４３】
（ポリアクリル酸エステル系感圧性接着剤）
　上記感圧性接着剤としては、例えばポリアクリル酸エステル系感圧性接着剤が好ましい
。ポリアクリル酸エステル系感圧性接着剤は、アクリル酸エステルおよび／またはメタク
リル酸エステルを、当業者が通常用いる重合法（例えば、溶液重合法、エマルジョン重合
法、ＵＶ重合法など）によって重合させて得られるアクリル酸エステル系重合体を主剤と
する。
【００４４】
　具体的には、上記アクリル酸エステル系重合体は、アクリル酸またはメタクリル酸のＣ
１～Ｃ１２アルキルエステルモノマーを重合させて得られる単独重合体である。このよう
な単独重合体に用いられるアクリル酸またはメタクリル酸のＣ１～Ｃ１２アルキルエステ
ルモノマーとしては、例えば、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレー
ト、ヘキシル（メタ）アクリレート、オクチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシ
ル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソノニル（メタ）アク
リレート、デシル（メタ）アクリレート、ドデシル（メタ）アクリレートなどが挙げられ
、好ましくはエチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘ
キシル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソノニル（メタ）
アクリレートであり、より好ましくはエチルアクリレート、ブチルアクリレート、２－エ
チルヘキシルアクリレート、イソオクチルアクリレート、イソノニルアクリレートである
。
【００４５】
　上記アクリル酸エステル系重合体の重合において、溶媒を用いる場合、好ましくはトル
エン、酢酸エチルなどの溶媒が用いられる。重合開始剤としては、ベンゾイルパーオキサ
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【００４６】
　得られたアクリル酸エステル系重合体の重量平均分子量は、好ましくは１５万～１２０
万、より好ましくは２５万～１００万である。
【００４７】
　また、上記アクリル酸エステル系重合体は、上記で説明したアクリル酸またはメタクリ
ル酸のＣ１～Ｃ１２アルキルエステルのモノマーと、当該モノマーと共重合可能な改質用
モノマー（アクリル酸、メタクリル酸、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、４
－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレー
ト、スチレンおよび酢酸ビニルからなる群から選択される少なくとも１種）との共重合体
（アクリル酸エステル系共重合体）であってもよい。
【００４８】
　上記アクリル酸エステル系共重合体は、上記アクリル酸またはメタクリル酸のＣ１～Ｃ
１２アルキルエステルと、上記改質用モノマーとを、ベンゾイルパーオキサイド、アゾビ
スイソブチロニトリルなどの重合開始剤の存在下で、必要に応じてトルエン、酢酸エチル
などの溶媒中で（溶媒を用いる場合）重合させて得られる。
【００４９】
　上記アクリル酸エステル系共重合体において、アクリル酸またはメタクリル酸のＣ１～
Ｃ１２アルキルエステルと改質用モノマーとの共重合仕込み重量比は、通常１００：１～
９０：１５であり、好ましくは１００：３～９０：１０である。
【００５０】
　上記アクリル酸エステル系共重合体の重量平均分子量は、特に限定されないが、通常３
０万～１８０万であり、好ましくは５０万～１５０万であり、そしてより好ましくは７０
万～１３０万である。
【００５１】
　上記で得られたアクリル酸エステル系単独重合体または共重合体に、必要に応じて各種
の添加剤を加えることにより、ポリアクリル酸エステル系接着剤が調製される。このよう
な添加剤としては、架橋剤、粘着付与剤、軟化剤、老化防止剤、充填剤などが挙げられる
。
【００５２】
　上記のようなアクリル酸エステル系単独重合体または共重合体を含むポリアクリル酸エ
ステル系感圧性接着剤は、本発明の剥離シートの感圧性接着剤層からの剥離性能をさらに
向上させることができるので好ましい。
【００５３】
（ポリエステル系感圧性接着剤）
　本発明の感圧性接着シートの感圧性接着剤層に好ましい感圧性接着剤としては、上述し
たポリアクリル酸エステル系感圧性接着剤以外に、ポリエステル系感圧性接着剤もまた挙
げられる。
【００５４】
　上記ポリエステル系感圧性接着剤は、脂肪族系ポリオールと脂肪族系または脂環族系の
多塩基酸とを重縮合させて得られるポリエステル系重合体を含む。中でも、特に、脂肪族
系ポリオールとして脂肪族系ポリカーボネートジオールと、脂肪族系または脂環族系の多
塩基酸とを重縮合させて得られたポリエステル系重合体が好ましい。
【００５５】
　ここで、上記ポリエステル系重合体における「脂肪族系ポリカーボネートジオール」と
は、下記式
【００５６】
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【化１】

【００５７】
　［上記式中、ＲおよびＲ’はそれぞれ独立して、炭素数２～２０の直鎖状または分枝鎖
状の炭化水素基である］で示される、脂肪族系カーボネート残基を含むジオールである。
上記式におけるｎは、この脂肪族系ポリカーボネートジオールと、後述する多塩基酸との
重縮合により得られるポリエステル重合体の重量平均分子量を１万～３０万、好ましくは
３万～２０万の範囲内とするように適宜選択される数である。
【００５８】
　上述の脂肪族系ポリカーボネートジオール以外の脂肪族系ポリオールとしては、エチレ
ングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジ
オール、ヘプタンジオール、オクタンジオール、ノナンジオール、デカンジオールまたは
オクタデカンジオールなどの直鎖状のジオールが挙げられる。
【００５９】
　上記脂肪族系ポリオールと反応させる脂肪族系または脂環族系の多塩基性酸は、炭素数
が２～２０個の脂肪族または脂環族の炭化水素基を分子骨格としたものが好ましい。この
脂肪族炭化水素基は直鎖状であっても分枝鎖状であってもよい。
【００６０】
　上述の脂肪族系または脂環族系の多塩基性酸としては、具体的には、マロン酸、コハク
酸、メチルコハク酸、アジピン酸、セバシン酸、１，２－ドデカン二酸、１，１４－テト
ラデカン二酸、ｎ－ヘキシルアジピン酸、テトラヒドロフタル酸、エンドメチレンテトラ
ヒドロフタル酸、あるいはそれらの酸無水物、エステルおよび酸ハライド（例えば、酸ク
ロリドなど）などの誘導体が挙げられる。
【００６１】
　上記脂肪族系ポリオールと、上記脂肪族系または脂環族系の多塩基性酸との反応は、ポ
リエステルの合成で通常用いられる公知の方法で行うことができ、これによりポリエステ
ル系重合体が得られる。
【００６２】
　上記ポリエステル系重合体の重量平均分子量は、通常１万～３０万であり、好ましくは
３万～２０万である。
【００６３】
　上記ポリエステル系重合体を含むポリエステル系感圧性接着剤は、上記で得られたポリ
エステル系重合体に、必要に応じて各種の添加剤を加えて調製される。このような添加剤
としては、架橋剤、粘着付与剤、軟化剤、老化防止剤、充填剤などが挙げられる。
【００６４】
　上述したポリアクリル酸エステル系およびポリエステル系の感圧性接着剤は、いかなる
形態でも感圧性接着剤の調製過程に用いることができるが、溶剤系、エマルジョン系およ
びホットメルト系のうちのいずれかの形態で用いることが取り扱い上好ましい。また、上
述した感圧性接着剤は、単独で用いてもよいし、あるいは本発明の感圧性接着シートにお
いてその接着性を損なわない限り、２種以上を混合して用いても、さらに他の重合体とと
もに公知の混合または撹拌方法で混合して用いてもよい。
【００６５】
（支持基材）
　本発明の感圧性接着剤シートは、支持基材を備える。この支持基材は、感圧性接着剤層
の剥離シートに接する側とは反対の側に設けられる。この支持基材の厚みは、通常１０μ
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ｍ～３００μｍであり、好ましくは５０～２００μｍである。
【００６６】
　上記支持基材の材料としては、プラスチック、金属、紙などが用いられる。上記支持基
材に用いられるプラスチックとしては、具体的には、ポリエチレン（高密度ポリエチレン
、中密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン（例えば、直鎖状低密度ポリエチレン）など
）、ポリプロピレン（例えば、イソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリ
プロピレンなど）、ポリ４－メチル－１－ペンテン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポ
リエステル、ナイロンなどが挙げられる。上記支持基材に用いられる金属としては、アル
ミニウム、ステンレス、銅、亜鉛、金、銀、ニッケル、クロムなどが挙げられ、これらは
箔として使用してもよいし、あるいは他の基材上に蒸着して使用してもよい。上記支持基
材に用いられる紙としては、和紙、クラフト紙、上質紙、クレープ紙、グラシン紙、クレ
ーコート紙などが挙げられる。
【００６７】
　本発明の感圧性接着シートは、まず、剥離シートに感圧性接着剤を直接塗布し乾燥させ
て感圧性接着剤層を形成した後、当該感圧性接着剤層の剥離シート材に接する側とは反対
の側に支持基材を貼り合わせることにより得ることができる。
【００６８】
　あるいは、本発明の感圧性接着シートは、まず、支持基材の片面に感圧性接着剤層を形
成し、次いで感圧性接着剤層上に剥離シートを貼り合わせることによっても得ることがで
きる。
【００６９】
　本発明の感圧性接着シートは、支持基材の両面に感圧性接着剤層と剥離シートとをそれ
ぞれ備える両面型の感圧性接着シートとしてもよい。
【００７０】
　また本発明の感圧性接着シートは、例えば支持基材の一方の表面に感圧性接着剤層が接
し、かつ支持基材の他方の表面（背面）に前記剥離シートの最外層が接するような構造と
してもよい。このような構造を有する感圧性接着シートは、自背面との剥離性に優れてい
る。
【００７１】
　上述した本発明の感圧性接着シートの各形態は、本発明が感圧性接着テープである場合
においてもまた好適である。すなわち本発明が感圧性接着テープである場合、片面または
両面のいずれの感圧性接着テープであってもよいし、あるいは自背面との剥離性にすぐれ
た感圧性接着テープであってもよい。
【実施例】
【００７２】
　以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、これらは単なる例示であり、
本発明は、これらに何ら限定されるものではない。
【００７３】
＜測定方法１：エチレン系重合体のプロトンのスピン－スピン緩和時間（Ｔ2）の測定方
法および当該緩和時間（Ｔ2）を用いた非晶領域の割合の評価方法＞
　パルスＮＭＲ（ＪＮＭ－ＭＵ２５Ａ型、日本電子データム株式会社製）を用いて、後述
する実施例および比較例で剥離シートに用いたエチレン系重合体について、プロトンのス
ピン－スピン緩和時間（Ｔ2）をソリッドエコー法により測定した。
（測定条件）
　サンプル：実施例および比較例で用いたエチレン系重合体を、１ｍｍ×１０ｍｍ、厚み
１００μｍの短冊状に切断して、所定のサンプル管に入れた。
　　ＲＦパルス幅：２．０μＳ
　　ＲＦパルス間隔：８．０μＳ
　　パルス系列繰り返し時間：２．０Ｓ
　　測定温度：３０℃
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　具体的には、上記緩和時間（Ｔ2）は、試料をソリッドエコー法にて上記条件下で測定
して得られた自由誘導減衰シグナルの値を、線形最小二乗法にて統計処理して算出するが
、この際の係数として、ワイブル係数１または２を当てはめて、エチレン系重合体の結晶
領域、非晶領域および界面領域の緩和時間（Ｔ2）をそれぞれ算出した。さらに、得られ
た緩和時間（Ｔ2）より、結晶領域、非晶領域および界面領域のプロトン数をそれぞれ算
出し、そしてこのプロトン数を用いて、エチレン系重合体の全領域に対する非晶領域の割
合を、以下の式に基づいて算出した。
非晶領域の割合（％）＝[（非晶領域のプロトン数）／［（結晶領域のプロトン数）＋（
非晶領域のプロトン数）＋（界面領域のプロトン数）］]×１００
【００７４】
＜測定方法２：原子間力顕微鏡による、剥離シート表面のベアリング比の評価方法＞
　原子間力顕微鏡Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ３０００（ビーコ株式会社製）を用いて、後述する
実施例および比較例で用いた剥離シート表面のベアリング比を測定した。原子間力顕微鏡
のカンチレバーは、タッピングモード用の単結晶シリコン製、カンチレバー長１２５μｍ
、フォースコンスタント２１．７８Ｎ／ｍ、共振周波数２６０～４１０ｋＨｚのものであ
った。測定は、室温２３℃にて、タッピングモードで行った。カンチレバーのタッピング
力が弱い場合、ターゲットアンプリチュ－ドを２Ｖに設定し、タッピング力が強い場合、
ターゲットアンプリチュ－ドを５Ｖに設定した。この２つのターゲットアンプリチュ－ド
設定下で、剥離シートの表面近傍にて、試料表面の面方向に対する深さ方向の表面粗さの
分布をそれぞれ測定した。これら表面粗さの分布の結果から、表面粗さの統計的解析方法
として一般に用いられているベアリングカーブを、２つの設定についてそれぞれ求めた。
５Ｖに設定したターゲットアンプリチュ－ドにおけるベアリングカーブから、２Ｖに設定
したターゲットアンプリチュ－ドにおけるベアリングカーブを差分することにより、試料
表面の面方向に対する深さ方向の表面粗さの変化の程度（ベアリング比）を得た。
【００７５】
＜測定方法３：剥離試験＞
　後述の実施例および比較例で作製した感圧性接着シートのそれぞれを用いて、幅５０ｍ
ｍ、長さ１５０ｍｍに切断した厚さ１７０μｍの試料を２個ずつ用意した。これらの各試
料の剥離シート側を剛性の板状体に貼り付け、そして万能引張試験機（オリエンテック社
製、ＲＴＭ－１００）を用いた公知の剥離試験法（１８０°角剥離試験）によって支持基
材を剥離させ、各試料の剥離力を測定した。この測定は、温度２３℃、６０％ＲＨの雰囲
気中で、万能引張試験機のクロスヘッドのスピード３００ｍｍ／分の条件で行った。
【００７６】
＜実施例１＞
（１－１：剥離シートの作製）
　エチレン－１－へキセン共重合体（日本ポリオレフィン（株）製、ジェイレクスＬＬ　
ＡＦ２０４Ａ）を、４０φ一軸混練押出し機を用いて２００℃の押出し温度で押出し成形
し、厚みが１００μｍの単層の剥離シートを作製した。
【００７７】
（１－２：感圧性接着剤の調製）
　ｎ－ブチルアクリレート１００重量部およびアクリル酸５重量部を、トルエン（ｎ－ブ
チルアクリレートおよびアクリル酸の合計１ｋｇに対して約０．３Ｌ）中、重合開始剤と
してベンゾイルパーオキサイド０．２重量部の存在下にて、溶液重合法によって重合させ
て、重量平均分子量が５０万のポリアクリル酸系共重合体のトルエン溶液を得た（固形分
：３０重量％に調製）。次いで、このアクリル酸系共重合体１００重量部あたりメラミン
系架橋剤を１．５重量部、イソシアネート系架橋剤を３重量部配合して、ポリアクリル酸
エステル系感圧性接着剤を調製した。　
【００７８】
（１－３：感圧性接着シートの作製）
　上記１－２で得られたポリアクリル酸エステル系感圧性接着剤を、乾燥後の厚みが３０
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μｍとなるように、厚み２５μｍのポリエステルからなる支持基材の片面にバーコーター
により塗布し、１２０℃で３分間乾燥して、感圧性接着剤層を有する支持基材を形成した
。この支持基材の感圧性接着剤層側に上記（１－１）で作製した剥離シートを貼り合わせ
ることにより、本発明の感圧性接着シートを作製した。
【００７９】
＜実施例２＞
　エチレン系重合体として、エチレン－１－オクテン共重合体(出光石油化学（株）製、
モアテック０６２８Ｄ）を用いた以外は実施例１と同様にして感圧性接着シートを作製し
た。
【００８０】
＜実施例３＞
　エチレン系重合体として、エチレン－１－へキセン共重合体（日本ポリオレフィン（株
）製、ハーモレックス　ＬＬ　ＮＨ－７４５Ａ）を用いた以外は実施例１と同様にして感
圧性接着シートを作製した。
【００８１】
＜比較例１＞
　エチレン系重合体として、エチレン－１－オクテン共重合体（ダウケミカル社製、アフ
ィニティー　ＰＬ１８５０）を用いた以外は実施例１と同様にして感圧性接着シートを作
製した。
【００８２】
＜比較例２＞
　エチレン系重合体として、エチレン－１－オクテン共重合体（ダウケミカル社製、ダウ
レックス　２７４０Ｅ）を用いた以外は実施例１と同様にして感圧性接着シートを作製し
た。
【００８３】
＜比較例３＞
　エチレン系重合体として、エチレン－１－へキセン共重合体（ダウケミカル社製、ハー
モレックス　ＬＬ　ＮＣ－４９９Ａ）を用いた以外は実施例１と同様にして感圧性接着シ
ートを作製した。
【００８４】
　実施例１～３および比較例１～３の剥離シートの非晶領域の緩和時間（Ｔ2）および当
該緩和時間から算出される非晶領域の割合、ベアリング比、ならびに感圧性接着シートと
したときの剥離力を、以下の表１にまとめる。
【００８５】
【表１】
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【００８６】
　表１に示されるように、剥離シートに含まれるエチレン系重合体の非晶領域における緩
和時間（Ｔ2）および当該緩和時間（Ｔ2）から算出される非晶領域の割合が本発明で規定
した特定の範囲を満足する感圧性接着シート、または剥離シートの表面のベアリング比が
本発明で規定した特定の範囲を満足する感圧性接着シートは、上記物性値を満足しないエ
チレン系重合体を使用した比較例と比べて、剥離力が大幅に低減して好適な範囲内の値と
なる（すなわち、優れた剥離性能を有する）ことがわかる。
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